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長崎市港湾施設条例の一部を改正する条例
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附属設備使用料については、条例に基づき、規則で定める。

⑴ 港湾施設

ア 附属設備使用料

【参考１】条例施行規則で定めるもの（附属設備使用料）

改正案現 行単 位区 分

100円200円

１個１回につき

コインロッカー
小型

長崎市伊王島港ターミナル 200円300円
コインロッカー

中型

300円400円
コインロッカー

大型

100円100円
コインロッカー

小型
長崎市高島港ターミナル

200円―
コインロッカー

大型

１ 条例施行規則で定めるもの
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伊王島港ターミナル 平面図 高島港ターミナル 平面図（1階）

附属設備の位置

コイン
ロッカー

コイン
ロッカー

１ 条例施行規則で定めるもの

トイレ
男子
トイレ

女子
トイレ

多目的
トイレ

事務所兼
観光案内所

待合室ホール

待合室ホール

食堂・売店 切符売場

その他

食堂・売店

切符売場
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